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答 申 書 

 

 

第１ 審査会の結論 

「熊本県知事（以下「処分庁」という。）が審査請求人に対して行った宅

地建物取引業免許取消処分（以下「本件処分」という。）に係る令和３年（ 

２０２１年）３月１７日付け審査請求（以下「本件審査請求」という。）は

棄却されるべきである」とする審査庁の判断は、妥当である。 

 

第２ 審査関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人 

  審査請求人が平成２８年（２０１６年）３月４日付けで行った宅地建物取

引業の免許申請（以下「本件免許申請」という。）において、審査請求人の

代表者及びその配偶者は、専任の宅地建物取引士が他社の建設業許可にお

ける経営業務管理責任者とは兼任できないことを知らなかった。また、その

ことについて、本件免許申請を依頼した行政書士事務所の担当者からの指

摘や説明、本件免許申請の際に行政からの指導・指摘は一切なかった。 

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号。以下「法」という。）第

６６条第１項第８号における不正の手段とは、免許申請書等に虚偽の記載を

して免許を受けた場合や脅迫、贈賄等の手段を用いて免許を受けた場合と解

されているところ、審査請求人の代表者及びその配偶者は、専任の宅地建物

取引士が他社の経営業務管理責任者と兼任できないことを知らず、免許申請

書等に虚偽の記載があるとは認識していなかったことから、故意に虚偽の記

載をした場合に当たらないため、「不正な手段により免許を受けたとき」に

は該当しない。 
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よって、本件処分の取消しを求める。 

２ 審査庁 

  審理員意見書のとおり本件処分に違法又は不当な点はなく、本件審査請

求は棄却されるべきである。 

 

第３ 審理員意見書の要旨 

１ 結論 

  本件処分に違法又は不当な点はなく、本件審査請求は棄却されるべきで

ある。 

２ 理由 

審査請求人が宅地建物取引業の免許申請書に事実を記載しなかったこと

で、処分庁は、専任の宅地建物取引士ではない者を、専任の宅地建物取引士

であると誤って判断することとなり、免許を与えることとなった。 

今回、本件免許申請をした審査請求人又はその申請手続を依頼された行政

書士事務所が、仮に、専任の宅地建物取引士の要件を認識できていなかった

としても、免許申請書の添付書類に建設業における経営業務管理責任者とし

ての記載がなされていれば、処分庁において専任の要件を満たしているかど

うか、必要な調査、指導ができたと判断できるが、その記載がなされていな

かった。 

 このことは、処分庁としての判断を誤らせた行為に該当し、審査請求人 

の「不正の手段により第３条第１項の免許を受けたときに該当しない」との

主張は採用できない。 

 

第４ 調査審議の経過 

 令和３年（２０２１年） ９月１３日 審査庁から諮問 

            １１月２９日 第１回審議 

            １２月２２日 第２回審議 

              

第５ 審査会の判断 
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１ 本件審査請求に係る審理手続 

  本件審査請求に係る審理手続は、適正に行われたものと認められる。 

２ 本件処分の適法性及び妥当性 

（１）法令等の規定について 

   法第３条第１項では、「宅地建物取引業を営もうとする者は、（略）当

該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならな

い」とされ、同項の免許を受けようとする者は、法第４条第１項各号に掲

げる事項を記載した免許申請書を提出し、同条第２項各号に掲げる書類

を添付しなければならないこととされている。同項各号に掲げる書類の

一つとして、同項第４号では、「その他国土交通省令で定める書面」と規

定され、これを受けて、宅地建物取引業法施行規則（昭和３２年建設省令

第１２号）第１条の２第１項第５号では、「法第３１条の３第１項に規定

する宅地建物取引士の略歴を記載した書面」と規定されている。 

   法第５条第１項では、「都道府県知事は、第３条第１項の免許を受けよ

うとする者が次の各号のいずれかに該当する場合」においては、免許をし

てはならないとされ、同項各号に掲げる事由の一つとして同項第１５号

では、「事務所について第３１条の３に規定する要件を欠く者」と規定さ

れている。法第３１条の３第１項では、宅地建物取引業者は、その事務所

ごとに「専任の宅地建物取引士を置かなければならない」とされている。 

   法第６６条第１項では、「都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物

取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を

取り消さなければならない」とされ、同項各号に掲げる免許取消事由の一

つとして同項第８号では、「不正の手段により第３条第１項の免許を受け

たとき」と規定されている。 

（２）本件処分について 

 審査請求人は、法第３条第１項に基づく本件免許申請において、法第４

条第２項各号に掲げる添付しなければならない書類のうち、法第３１条の

３第１項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書面（以下「略歴書」

という。）に、他社の常勤役員で経営業務管理責任者であるという事実を
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記載しなかった。 

略歴書は、現在従事している職務内容を記載すべき書類であり、本件免

許申請における略歴書の記入上の注意においても、略歴欄に現在に至るま

で正しく詳細に記入し、法人役員の就任及び退任年月日についても記入す

ることが指示されている。 

処分庁は、法第３１条の３第１項にいう専任の宅地建物取引士を置いて

いるかどうかについて、略歴書に基づき判断しているところ、審査請求人

が、本件免許申請における略歴書に他社の常勤役員で経営業務管理責任者

であるという事実を記載しなかったことにより、専任の宅地建物取引士と

はなれない者を、専任の宅地建物取引士であると誤って判断し、免許をす

ることとなった。このような処分庁としての判断を誤らせる行為により免

許を取得したことは、法第６６条第１項第８号の「不正の手段により第３

条第１項の免許を受けたとき」に該当するものであり、本件処分が違法又

は不当であったとは認められない。 

 

 ３ 結論 

以上により、本件処分に違法又は不当な点は認められないから、本件審査

請求は棄却されるべきであるとする審査庁の判断は、妥当である。 

 

熊本県行政不服審査会 第２部会 

委 員  大日方 信 春   

委 員  仲 次 利 光   

委 員  中 園 三千代   


